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   障害のある方が職場に適応できるように専門のスタッフがサポートします 

ジョブコーチ支援とは、ジョブコーチが事業
所に訪問し、障害のある方や事業主の方
に対して、職場適応や雇用管理に関する
支援を、直接的にリアルタイムに行います。 
 
事業主の方に対して、障害特性に応じた
雇用管理方法、ノウハウをお伝えし、ジョ
ブコーチの支援が終了した後に事業所内
で、効果的な雇用管理、作業指導ができ
るようになることを目指します。 

そうか！ 

ジョブコーチ 
会社だけで
悩まなくてい
いのか！ 

事業主の方 障害のある方 

このようなことでお困りではありませんか 

ジョブコーチ支援事業とは 

＊ はじめての障害者雇用だが、う  
  まくやっていけるだろうか？ 
＊ 合理的な配慮が必要と言われ 
  るが、具体的にどうすればよい  
  のだろう？ 
＊ すでに雇用している障害者の   
  適応状況があまりよくなく、対応 
  を悩んでいる。 
＊ 障害者が不安を感じたときや、  
  体調に変化があったときには、  
  どうすればよいのか？ 

＊ ご本人の障害特性や疾病特性、雇用管理上の
配慮事項等についての伝え方、職場の方への相談
の仕方について、一緒に考えます。 
 
＊ ご本人と職場の方が、お互い言いづらいことを、
初めはジョブコーチが仲介しながら、将来的には直
接コミュニケーションが取れるよう、お手伝いします。 
 
＊ オーバーペースを防ぎ、疲労がたまりすぎない
ように業務内容や勤務時間を調整します。 
＊ 効率的な作業方法や職場のルールやマナー等
についてアドバイスや支援をします。 
 
＊ 面談を通じて、不安に思っていることや困ってい
ることをお伺いし、状況を整理したり、対処方法や解
決策を一緒に考えます。 

＊ その方の障害特性や疾病特性及び雇用管理上 
  の配慮事項について分かりやすくお伝えします。 
 
＊ 障害(疾病）特性を考慮した配置や職務内容、職 
  場環境の調整及び改善について、現場に訪問し  
  て具体的に提案します。  
 
＊ 職場で対応可能な効果的な雇用管理及び指導  
  方法等について、実際の場面を捉え助言・相談し 
  ます。 
 
＊ 休憩時間等における接し方、コミュニケーション 
  の取り方、健康管理等に関するフォローの仕方 
  等についても必要に応じて助言します。 

事業主 
の方 

障害の
ある方 

＊ 自分の障害や病気のこと、 
  配慮してほしいことをうまく伝 
  えられるか不安。 
＊ 体調に気を配りながら、無 
  理なく仕事が続けていけるか 
  不安。 
＊ 職場の人にうまく話しかけら   
  れるか心配。タイミングを間違  
  えたり、変に誤解されたらどう  
  しよう。 
＊ 新しい環境に馴染めるか不  
  安。仕事がうまく覚えられるか  
  自信がない。 
＊ 何かあったら気軽に相談で 
  きるかな。 
＊ 信頼関係のある上司が異動 
  になったので不安がある。 

ジ
ョ
ブ
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ー
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◆個別に必要な支援を行います 
   標準的な支援期間は２～３ヶ月ですが、ニーズに応じて個別に設定しています。支援の状況を見ながら、  
  支援頻度は段階的に見直していきます。雇用の前後のいずれのタイミングでも支援できます。 

支援全体の流れ・イメージ 

支援形態 

課題発生 

ジョブコーチ支援 職場実習開始 採用 

定着 
① 雇用前の職場実習からスタートする場合 

採用 

定着 

ジョブコーチ支援 
フォローアップ 

ジョブコーチ支援 フォローアップ 

② 採用／雇用と同時にスタートする場合 

③ 採用／雇用後にスタートする場合 

採用 

定着 

フォローアップ 

ジョブコーチ支援開始に向けてのコーディネート 

（ご本人の方） 

 ○支援の流れの説明。当センターでご本人と担当者の顔合わせ、ご本人の障害状況や課題の
整理、希望する支援内容などについて相談。効果的な支援方法を協議。 
(事業主の方) 

 ○実際に事業所に訪問し、事業の説明の他、配置部署、職務内容、指導体制などの確認。雇
用後の場合はご本人の適応状況の確認なども行います。これらを踏まえ想定される支援課題、
効果的な支援方法について協議。 
 ○必要に応じて従業員向けの研修、職務設計にかかる相談／調整を行う。   

支援プラン（ジョブコーチ支援計画書）の説明⇒同意 

集中支援期  『ご本人に対して課題改善に向け集中的に支援をします』 

○ジョブコーチ支援計画に基づき事業所への訪問を基本とした支援を行います。 
○事業主の方に対して雇用管理の方法や効果的な指導方法の理解促進にかかる助言を行います。 

移行支援期  『支援の主体をジョブコーチ⇒事業主に移行します』 

○集中支援期の課題改善の状況、新たな課題の確認。目標に達成していない課題などについて
支援をします。 

○段階的に支援の主体をジョブコーチから事業主の方にシフトできるように雇用管理のノウハウを
お伝えします。 

                         フォローアップ 
○支援終了後も必要に応じて職場訪問を行い、状況の変化の有無の確認など、経過を見守る
フォローを行います。 

ジョブコーチ支援終了にかかる総括・ 
フォローアップ計画の説明⇒同意 

１
週
間
～
１
０
日
間

 

２
ヶ
月
～
４
ヶ
月

 



                      ＜障害のある方に対する支援＞ 

・実習初日は、ご本人の不安や緊張を和らげるため、ジョブコーチが始業からほぼ終日職場に訪
問。第１週、第２週目は週３日訪問し、第３週目から週２回訪問。 

・休憩時間などを利用してご本人と面談を行い、現在体調や困っていること、不安に感じていること
などについて、相談を実施。またご本人が相談しやすくするため、指導管理担当者の方との関係
ができるまで支援者が二者の橋渡しを実施。 

・自信がないことやがんばりすぎる面については、ご本人、ジョブコーチ、会社のご担当者様の面
談を定期的にもち、会社の要求水準及び達成状況を確認できる機会を設定したり、会社の評価の
捉え方に関する相談を行った。作業ではオーバーペースにならないように、業務量の調節、休憩の
取り方などについて助言。 

 

＜関係機関との連携＞ 

・支援開始前に、受診同行し、
具体的な症状や、就業上の留
意事項等に関して専門的な助
言を得て、ジョブコーチ支援計
画を作成。 

・支援スタート後も、支援の進
捗状況を医療機関と共有。 

・ストレスが生じて調子が悪い
ときや、体調が不安定のとき
などは、主治医の助言のもと
適宜相談。 

 

＜事業主の方に対する支援＞ 

・目標設定の仕方、評価及び
フィードバックの仕方に関する
助言などを実施。ご本人の特
徴に合わせたフォローの仕方
も併せて助言。 

・業務範囲や仕事の与え方、
指摘の仕方について、指導担
当の方と一緒に相談。 

・健康管理にかかる面談の持
ち方やポイントについて助言。
最初は同席し必要な助言を
行った。 

Ｃａｓｅ① 精神疾患のある方 
就職に向けての職場実習が決まり、ジョブコーチ支援を利用 
 

初期場面は緊張が強く、体調管理やストレス対処に不安がある方。周囲の評価を気にする、
ペース配分が苦手などの特性を有する方。 
事業主の方は精神障害のある方の雇用経験がなく、受け入れに不安を感じておられたため、
疾病特性や雇用管理上のポイントについて従業員の方に対して研修を実施。 
職場実習開始と同じタイミングで、ジョブコーチ支援をスタート。 

～具体的なサポート例～ 

ご本人からの感想 
・慣れない職場で不安だったが、最初のうち、
支援者がいてくれて心強かった。担当者との相
談も徐々にスムーズにできるようになった。 
 
・定期的な面談では、気になっていることなど
いろいろ話を聞いてもらって助かった。 
 
・会社と面談するようになって、指導に対する
考えや、自分の評価がわかり安心した。面談で
緊張してうまく言えない気持ちも日報のおかげ
で、少し伝えられてよかった。 

事業主の方からの感想 
・最初は、ミスに対して普通に指摘してよいのか、
一定水準以上の作業を求めてよいのか、達成でき
るように指導してもよいのか、分からなかったが、
目標設定の仕方や仕事の与え方などについて相談
にのってもらい助かった。 
・健康管理面のケアは、正直専門家ではないので
よく分からないが、ストレス場面や、その際のご
本人の変化（サイン）など、押さえどころを把握
できた。        
・面談の仕方も支援者が行う様子が見られたので
イメージできてよかった。 

http://working-illustration.com/01-free/007-running.html
http://working-illustration.com/09-business/173-barker.html


お問い合わせ 

大阪障害者職業センター 
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 
 クラボウアネックスビル4F 
TEL 06-6261-7005 
FAX 06-6261-7066  
E-mail osaka-ctr@jeed.or.jp 
    (平日am8:45～pm5:00) 
 

交通のご案内  
・中央線、堺筋線堺筋本町駅 11号出口 徒歩1分 
 御堂筋線本町駅 12号出口 徒歩7分 
（船場センタービル5号館前すぐ） 
  

Ｃａｓｅ②発達障害のある方 
雇用後１年経過し、職場適応上の課題が見られるようになった。 
 
事業主の方から、現在雇用している方が「最近持ち場を勝手に離れる」「指導担当者の指示を聞かな
い」等の状況があり困っているとの連絡がある。翌週事業所に訪問。指導担当者の方及びご本人両者か
らヒアリング実施。併せて、ご本人の作業ぶり及び職場環境の確認を数日訪問により実施。その結果、
ご本人の課題の他、1日の流れや作業量の目安が不明確であるなどの、環境面の課題が見られた。ご本人
への支援と併せて、業務量の見通しを示すなど「環境調整」にかかるご協力を得ながら、ジョブコーチ
支援を行うことに合意しスタート。 

ご本人からの感想 
・以前はどうして叱責や注意を受
けるのか、わからなかった。最近
は、相談で支援者が解説してくれ
るので、少し分かるようになった。 
 
・集中できないとき、何をすれば
よいか分からないときは、以前と
比べて減ったような気がする。 
 
・自分が働き続けるために、守る
べきルールや改善すべき事柄が
段々分かるようになった。 

事業主の方からの感想： 
・問題が生じたときは、原因や
対策が分からず困ったが、一緒
に相談にのってもらい助かった。 
 
・現場の指導担当者の困り感や
負担感についても、相談しても
らえてよかった。 
 
・職場でできるレベルの現実的
な対策を助言してもらえた。 

＜事業主の方に対する支援＞ 

・１日の目標数や、午前／午後に行う作業量を定
め、見通しが持てる職場環境について助言。 
 

・担当者の方からの指示がなくても、ご自身で次
の作業を確認できるスケジュールボードを作成。
ボードに記載することで、担当者の方・ご本人両
者のコミュニケーションの負担を軽減。 

＜障害のある方に対する支援＞ 
 
・集中力の維持が難しいこと、作業の「終わり」が
分からないことに関して相談。 
・指導の背景には、「しっかり育ってもらいたい」と
いう担当者の気持ちがあることを助言。具体的な
指導内容も取り違いがないように、その意味合い
を解説。相互理解が深まり、担当者の方との関係
を改善。 
・職場のルールを明文化し、実際に守れるように
支援。 
 

＜ご家族との連携＞ 

・入職時と比べて会社の評価が下がり、今後の
見通しについて不安を感じていたため、支援の方
針や進捗状況、会社の評価について、説明しそ
の後も共有を図る。 

・ご本人の様子で変わったことや気づかれたこと
は適宜ご連絡頂くように依頼し、連携した支援を
行う。 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 

大阪障害者職業センター南大阪支所 
〒5９1-8025 堺市北区長曽根町130-23 
 堺商工会議所会館 ５Ｆ 
TEL 072-258-7137 
FAX 072-258-7139  
E-mail minamiosaka-ctr@jeed.or.jp 
     (平日am8:45～pm5:00) 
交通のご案内  
・御堂筋線なかもず駅 2号出口 徒歩5分 
・南海高野線中百舌鳥駅 徒歩5分 
（北出口 バス・タクシーのりば方面） 

http://working-illustration.com/01-free/007-running.html
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:osaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
mailto:minamiosaka-ctr@jeed.or.jp
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障害者雇用率制度の概要 

○ 障害者雇用率制度とは 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者について、一般労働者と同じ水準において常用労働

者となり得る機会を与えることとし、常用労働者の数に対する割合（障害者雇用率）を設定

し、事業主等に障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するものである。 

 

○ 一般民間企業における雇用率設定基準 

以下の算定式による割合を基準として設定 

身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 ＋ 

障害者雇用率＝  失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

常用労働者数＋ 失業者数 

 

※ 短時間労働者は、原則１人を０．５人としてカウント。 

※ 重度身体障害者、重度知的障害者は１人を２人としてカウント。ただし、短時間の重度

身体障害者、重度知的障害者は１人としてカウント。 

 

○ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率 

一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされている。 

 

（参考） 令和６年４月以降の障害者雇用率 

＜民間企業＞ 

一般の民間企業 ＝ 法定雇用率 ２．5％ 

特殊法人等 ＝ 法定雇用率 ２．8％ 

＜国及び地方公共団体＞ 

国、地方公共団体 ＝ 法定雇用率 ２．8％ 

都道府県等の教育委員会 ＝ 法定雇用率 ２．7％ 

別添 ４ 



事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実

現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和８年７月令和６年４月令和５年度

２.７％⇒２.５％⇒２.３％民間企業の法定雇用率

37.5人以上40.0人以上43.5人以上対象事業主の範囲

◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）
Point
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL070401障02

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和７年４月１日から以下のよ
うに変わりました。(これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率除外率設定業種

５％・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）

１０％・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）

１５％・港湾運送業 ・警備業

２０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院

２５％・林業（狩猟業を除く）

３０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

３５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）

４０％・石炭・亜炭鉱業

４５％・道路旅客運送業 ・小学校

５０％・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園

７０％・船員等による船舶運航等の事業

除外率が引き下げられました。（令和７年４月）
Point
②
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか？

Ａ１． ①令和６年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和７年４月１日から同年５月15日までの間）

新しい法定雇用率（2.5％）で算定していただくことになります。

②令和８年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和９年４月１日から同年５月17日までの間）

令和８年６月以前については2.5％、

令和８年７月以降については2.7％で算定していただくことになります。

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポー

トを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf

Ｑ ＆ Ａ

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました。
Point
③

精神障害者の算定特例の延長（令和５年４月以降）。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れか
らの期間等に関係なく、１カウントとして算定できるようになりました。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定（令和６年４月以降）。

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者につ
いて、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになりました。

障害者雇用のための事業主支援を強化しました。（令和６年４月以降）Point
④

「障害者雇用相談援助事業」が始まっています。
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るた
めに必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました。

（「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内：https://www.mhlw.go.jp/content/001245754.pdf）

障害者雇用関係の助成金を拡充・新設しました。

◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必
要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになりました。

◆ 障害者介助等助成金の拡充（障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助
者等の能力開発への経費助成の追加）や職場適応援助者助成金の拡充（助成単価や支給上限額、
利用回数の改善等）の他、職場実習・見学の受入れ助成を新設しました。
（各種助成金の詳細はこちら：https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html）

Ｑ３．今後の法定雇用率について、国や地方公共団体等の取扱いはどう変わりますか？

Ａ３． 国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和８年７月１日から3.0％と民間企業と同様に引き上げとなりま

す。また、都道府県等の教育委員会の法定雇用率については、令和８年７月１日から2.9％となります。

なお、除外率制度について、民間企業と同様に令和７年４月から10ポイント引き下げられました。



※5

※5楽しくステップ
アップを取り、その
代わりに「模擬面
接・社会人マナー実
習（改⾏）
傾聴⼒・発⾔⼒の
アップ」を入れる

専門の相談員（就労支援コーディネーター）による専門の相談員（就労支援コーディネーター）による

大阪市地域就労支援センター
TEL 0120-939-783
通話料無料 （携帯電話からもご利用いただけます）

大阪市事業受託運営会社：株式会社東京リーガルマインド

求人情報をフル活用
地域就労専用求人あり

●コミュニケーション能力向上
模擬面接・社会人マナー実習
傾聴力・発言力のアップ

履歴書・職務経歴書の作成支援
面接ポイントレッスン

イベント

［電話受付時間］

月～金曜日10：00～17：00

［ホームページ］https://osaka-shigoto.jp/chiiki/

「働きたい！」でも…「働けない！」
不安を抱えたまま悩まないで相談してください。

相談

やりたいことを
見つけよう！

自分の能力を
活かそう！！もっと

就職自分にあった
働き方・仕事が見つかる！

センター並びに
オンラインでの
ご相談

検査

検査
結果

ハローワーク

しごと情報ひろば

グループ
ワーク

書類・面接
対策

ガイド
ヘルプ

就労支援
イベント

●職業の適性を知る ●興味チェック

自分を診る・自分に気づく

●コミュニケーション能力向上

●応募書類・面接対策

●同行支援（必要に応じて）

●面接会・説明会・セミナー

模擬面接・社会人マナー実習
傾聴力・発言力のアップ

履歴書・職務経歴書の作成支援
面接ポイントレッスン

安心の第一歩ご一緒しましょう

幅広い情報でチャンスを広げる

気づいたのなら

今の自分 足りないもの 新しい自分

かくれた力
自信が
あること

確かな経験が
あること

自分にあった
働き方・仕事で働ける！

そして、その先もあなたの「働きたい！」を応援します。

気づいていましたか？

全て
無料
全て
無料

求人情報をフル活用
地域就労専用求人あり

オンライン相談
もご利⽤ください

就労相談
オンライン相談も実施！ 別添 6
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長方形



場 所 時 間曜 日

相談受付時間 ： 13:20～15:30

［受付順相談時間］ ［予約相談時間］
① 13:30〜14:00
② 14:00〜14:30
③ 14:30〜15:00
④ 15:00〜15:30
⑤ 15:30〜16:00

⑥ 16:00〜16:30
⑦ 16:30〜17:00

生野区役所

城東区役所

第2水曜日

第3火曜日
※①～⑤は受付順の時間です。
当日時間内に相談場所へ
お越しください。

※⑥～⑦は予約制の相談時間です。
大阪市地域就労支援センターに
当日の11：00迄に電話でご予約
ください。

東淀川区役所 第2・第4
水曜日

相談受付時間 ： 9:05～11:15

［受付順相談時間］ ［予約相談時間］
① 9:15〜9:45
② 9:45〜10:15
③ 10:15〜10:45
④ 10:45〜11:15
⑤ 11:15〜11:45

⑥ 11:45〜12:15
※①～⑤は受付順の相談時間です。
当日時間内に相談場所へ
お越しください。
※⑥は予約制の相談時間です。
大阪市地域就労支援センターに
前日の17：00迄に電話でご予約
ください。

大阪市地域
就労支援センター

（本部）

オンライン相談

相談受付時間 ： 10:00～16:00

［相談時間］
① 10:00〜11:00
② 11:00〜12:00
③ 13:00〜14:00

④ 14:00〜15:00
⑤ 15:00〜16:00
⑥ 16:00〜17:00

※予約優先です。予約なしで来訪されましても、対応できない
場合がございますので、お電話によるご予約をお勧めします。
※オンライン相談は、HP又はQRコードよりお手続きください。

大阪市地域就労支援センター

TEL 0120-939-783

通話料
無料

（携帯電話からもご利用いただけます。）

【電話受付時間】月～金曜日10:00～17:00 FAX:06-6567-6891 
https://osaka-shigoto.jp/chiiki/ info@osaka-shigoto.jp

〒556-0027 大阪市浪速区木津川2-3-8 A´ワーク創造館内

https://osaka-

shigoto.jp/

chiiki-entry/

月曜日

金曜日

～

2025年4月改訂

HP Email

就労相談場所のご案内



 

 ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業 

 

１ 趣 旨 

   母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦（以下「母子家庭の母等」という。）の

自立を図るため、就業機会の確保は重要であるが、母子家庭の母等の就業経験不足、

就業に関する情報の不足、雇用する側の母子家庭の母等への理解不足など母子家庭の

母等を取り巻く雇用環境はきわめて厳しい状況にある。このため、母子家庭の母等に

対し、就業の相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供など一貫した就業支援

サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉を増進するため、養

育費の取り決めなど専門家による相談などを総合的に行う「大阪市ひとり親家庭等就

業・自立支援センター事業」を実施し、母子家庭の母等の就業促進と生活の安定を図

ることを目的とする。 

  ※父子家庭の父も本事業の対象であることが明確となるよう、平成 27年４月に「母

子家庭等就業・自立支援センター事業」から「ひとり親家庭等就業・自立支援センタ

ー事業」に名称変更した。 

 

２ 実施主体 

大阪市、ただし公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会が指定管理者として事

業実施 

 

３ 事業の対象者 

大阪市内に居住する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦とする。 

 

４ 事業の実施場所 

 母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」 

     住所：大阪市北区中津１－４－１０ 

     電話：０６－６３７１－７１４６ 

 

５ 事業内容 

（１）就業促進事業 

就業支援員を配置し、地域の企業を訪問し、雇用企業の開拓や母子家庭等の理解を

深める等の情報提供を行う。 

（２）就業相談事業 

就業促進を図るため、専門の就業相談員を配置し、個々の相談に応じ、職業能力の

適正、職業訓練の必要性、就業への意欲、求人情報の提供など、適切なアドバイスや

カウンセリングを実施する。      

（３）就職準備・離転職セミナー事業 

就業経験がない者、経験はあるが専業主婦であった期間が長く就業に不安感をもつ

別添 ７ 



 

者、転職希望はあるが職業と生活の両立に不安を抱いている者などを対象に、就職、

転職に関する基礎知識の習得や不安の解消を図るためのセミナーを開催する。 

（４）就業支援講習会事業及び保育サービス 

母子家庭の母等に能力開発の機会を提供し経済的自立を支援するため、母子・父子

福祉センター「愛光会館」において就業支援講習会（簿記、調理師免許、介護職員初

任者研修、パソコン講習会）を実施し、あわせて講習会受講中のひとり親家庭の子ど

もを預かる保育サービスを実施する。 

（５）就業支援バンク事業 

講習会修了者等の求職活動を支援するため、希望する雇用条件等を登録し、希望に

応じた求人情報を提供するとともに、インターネット等を活用した情報提供、メール

相談、企業等への雇用を促進するための啓発を行う。 

（６）無料での職業紹介 

母子家庭の母等を対象に、無料で職業紹介を行う。この職業紹介を経て、母子家庭

の母等を採用した事業所は、特定求職者雇用開発助成金を受給することができる。 

業務範囲：取扱職種の範囲は、全職種、国内 

（７）特別相談事業 

離婚や配偶者との死別等に際しての養育費の取り決めや遺産相続等の専門的かつ複

雑な母子家庭等が抱える諸問題に対し、弁護士等による特別相談を実施する。 

（８）就業支援関係者等研修事業 

母子家庭の母等からの就業に関する相談に応じる者の資質向上を図るため、研修会

を実施する。 

（９）在宅就業推進事業 

母子家庭の母等の多様な働き方を支援するため、在宅就業に関するセミナーの開催

や、在宅就業者として就業開始間もない時期等に、仕事の受注、検品、納品等に関す

る基本的なノウハウの提供・コーディネイト等を実施する。 

 

６ その他  事業概念図 別添 

 



大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業概念図（相談から就業までのサービス提供） 

 

 

母子家庭の母等 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         

区保健福祉センター 

 ≪母子・父子自立支援員≫ ※ 総合相談、ネットワーク体制の構築 

・ 子育て・生活支援（日常生活支援事業、保育所入所、 

ひとり親住宅、母子生活支援施設入所 等）                        

・ 経済的支援（母子父子寡婦福祉貸付金、児童扶養手当、ひとり

親家庭医療費助成 等） 

・ 養育費の確保支援 

≪ひとり親家庭サポーター≫ 

・ 就業相談（ピアカウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

・ 就業情報、能力開発に関する情報提供 

 

し     しゅうぎょう 

 

 

                    

 

 

 

 

                          

                  ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

（雇用情報の収集、 

雇用開拓 等）  

Ｃ-ステップ 

 

 （雇用情報の提供、就業相談、 

  特定求職者雇用開発助成金 等） 

ハ ロ ー ワ ー ク 

地域就労支援 

センター 

 

ひとり親家庭等 
母子家庭・父子家庭・寡婦 

 

専門相談機能（就業相談員） 

職業適性相談、職業訓練相談 等 

 

就職準備セミナー（履歴書書き方、心構え 等） 

就職支援セミナー（再就職の基礎知識 等） 

 

就業支援講習会 

介護初任者研修・

パソコン・簿記・

調理師講習会 

（講習会受講時の

託児サービス実

施） 

 

求人情報提供等 

（就業支援バンク事業） 

求職者登録・求人情報収

集提供 等 

 

 雇 用 開 拓 

特別相談（法律等） 

 

 

雇 用 

企 業 

こども青少年局 

・ 就業支援関係者等研修 

・ ひとり親家庭自立支援給付金支給 

・ 関係機関連絡調整 

・ 情報提供、啓発 等 

就 職 

転 職 

   

   無 

料 

で 

の 

職 

業 

紹 

介 

所 



自立支援センターの概要 

 

1、自立支援センター舞洲 

 ホームレスで働く意欲のある人については、自立支援センターの入所を勧め、入

所者は、食事や入浴など安定した生活環境のもとで、就職訓練に励み、ハローワー

クの職業相談・紹介等により就労による自立を目指しています。 

センター入所者は、就労に役立つ技能を身につけるため、国の事業である「技能

講習」を活用して、様々な資格(フォークリフト・建設機械の運転、介護へルパー、

ビルクリーニング、溶接・研磨、パソコン操作、ボイラー技士など)の取得に励んで

います。 

ホームレスの多くは、単身者であり、知人や友人も少なく、特に周囲から孤立す

る場合もあります。皆様方の会社・団体でご採用いただいた場合、声掛けなど、温

かいご支援をお願いします。 

 

 

２、大阪ホームレス就業支援センター 

 国からの事業委託を受けて、ホームレス及びホームレスとなることを余儀なくさ

れるおそれのあるあいりん地域日雇労働者等と自立支援センター入所者に対し、多

様な就業機会を提供するため、就業支援相談などのきめ細やかな就業支援をはじめ、

個々の適性やニーズに応じた就業機会の確保、職場体験講習事業や就職支援セミナ

ーを実施して、常用就職などの安定した就労につながるよう支援しています。 

 

大阪ホームレス就業支援センター ホームページアドレス 

https://www.homeless-shien.jp/ 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

大阪市福祉局生活福祉部自立支援課 

電話：06-6208-7924  FAX：06-6202-0990 
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評価項目確認書の注意事項について 

 

 大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証等の評価項目確認書（以下、「確認書」

という。）の発行に際しての注意事項は、以下のとおりです。 

 

① 確認書の発行については、事務手続き上、申請から約 1ヶ月かかります。 

 

② 挙証資料とは、客観的に第三者が見て内容が確認できる資料をいい、具体的には就

業規則や該当項目の計画や取組・措置等を定めたものをいいます。 

 

③ 提出先・問合わせ窓口 

大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課 

電話番号：06-6208- 7351 ファックス番号：06-6202-7073 

 

④ 要件を満たしていない場合は、確認書が発行できません。 

 

⑤ 確認書の有効期間は、市内に事業所がある場合は、当該年度末まで。市内に事業所

がない場合は、３年間です。 

 

⑥ 市内に事業所がない事業者も申請可能です。 
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